
事 務 連 絡

平成26年３月31日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その１）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成26年厚生労働省告示第57

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成26年３月５日保医発0305第３号）等により、平成26年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義

照会資料を別添１から別添５のとおり取りまとめたので、改定説明会等にて回

答した事項と併せて、本事務連絡を確認の上、適切に運用頂くようお願いしま

す。
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ＰＯ-ＡＮＣＡ）については、「急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察

のために測定した場合に算定する。」とあるが、「ＡＮＣＡ関連血管炎」、「顕

微鏡的多発血管炎」、「アレルギー性肉芽腫性血管炎」又は「ウェジナー肉

芽腫症」の診断又は経過観察のために測定した場合であっても算定できるか。

（答） 傷病名等から急速進行性糸球体腎炎であることが医学的に判断できる場合に

は算定して差し支えない。

（問71）Ｄ239－４全身温熱発汗試験に「本検査は、多系統萎縮症、パーキンソン

病、ポリニューロパチー、特発性無汗症、ホルネル症候群及びロス症候群等

の患者に対し、ヨウ素デンプン反応を利用して患者の全身の発汗の有無及び

発汗部位を確認した場合に、診断時に１回、治療効果判定時に１回に限り算

定できる。」とあるが、この「等」にはどのような疾患が含まれるのか。

（答） パーキンソン病関連疾患が含まれる。

【向精神薬多剤投与】

（問72）向精神薬多剤投与を行った場合の減算の除外規定について、「抗うつ薬又

は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別

紙様式39を用いて地方厚生（支）局長に届け出たものが、患者の病状等によ

りやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」とあり、別紙様式39で、

このことを確認できる文書を添付することとされているが、何を指すのか。

（答） 日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本

精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を添付すること。

（問73） 院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調

剤を行った保険薬局の減算となるのか。

（答） 院外処方の場合は、処方せん料の減算の対象となるが、薬剤料は減算となら

ない。

【うがい薬】


	①05（修正発出)事務連絡ＱＡ.pdf
	②05（修正発出)事務連絡ＱＡ.pdf
	③05（修正発出)事務連絡ＱＡ.pdf
	④05（修正発出)事務連絡ＱＡ.pdf
	⑤05（修正発出)事務連絡ＱＡ.pdf
	⑥05（修正発出)事務連絡ＱＡ.pdf

